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令和４年神審第４２号 

裁    決 

貨物船Ａ定置網損傷事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

海技免許 三級海技士（航海） 

 

本件について、当海難審判所は、理事官佐藤雅彦出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａの三級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和４年１月４日０１時０３分僅か過ぎ 

京都府伊根港南方沖合 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 貨物船Ａ 

総 ト ン 数 ４９８トン 

登 録 長 ６０.２４メートル 

機関の種類 ディーゼル機関 

出 力 ７３５キロワット 
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３ 事実の経過 

  Ａは、操舵室前部中央に操舵スタンド、その左舷側に電子海図シス

テム及びレーダー２台、右舷側に機関遠隔操作盤をそれぞれ装備した

船尾船橋型鋼製液体化学薬品ばら積船兼油タンカーで、ａ受審人ほか

４人が乗り組み、空倉のまま、船首２.８メートル船尾４.１メートル

の喫水をもって、令和４年１月２日０８時００分新潟港西区を発し、

途中、西寄りの風が強くなったため、１９時３０分能登半島東側の飯

田湾で錨泊し、翌３日０７時３０分同湾を抜錨して航海を再開し、大

分港に向かった。 

ａ受審人は、日本海南部を陸岸に沿って西行し、１９時２４分福井

港北西方沖合に当たる雄島灯台から３０４度（真方位、以下同じ。）

５.８海里の地点に達したとき、再び西寄りの風が強まって波高が大

きくなり、今後、荒天が予想されたことから、伊根港港外で荒天避泊

することとした。 

ところで、伊根港南方沖合には、平成３１年１月１日から令和５年

１２月３１日までの間、京都府知事から受けた定置漁業免許に基づく

免許番号京定第１９号の漁場区域（以下「定１９号区域」という。）

が、丹後鷲埼灯台（以下「鷲埼灯台」という。）から２２９度２５０

メートル、１７０度７８０メートル、２０７度１,２５０メートル、

２４２度７９０メートル及び２３０度４２０メートルの各地点を順次

結んだ線によって囲まれた範囲に、及び免許番号京定第２０号の漁場

区域（以下「定２０号区域」という。）が、鷲埼灯台から１８６度 

８８０メートル、１６９度１,３３０メートル、２０３度１,８４０メ

ートル、２５０.５度１,０２０メートル、２３８.５度８９０メート

ル、２３８度８００メートル及び２０７度１,２５０メートルの各地

点を順次結んだ線によって囲まれた範囲にそれぞれ設定されていた。 



- 3 - 

また、定２０号区域の南縁部に、いずれも光達距離約３.０海里で

毎４秒に１回の黄色閃光を発する簡易標識灯３基が設置され、定１９

号区域及び定２０号区域（以下「鷲埼沖定置網区域」という。）には

毎年１月１日から１２月３１日の間、定置網がそれぞれ敷設され、Ａ

には、定２０号区域の南側の一部分の概略位置が記入された海図  

Ｗ１１８が備えられていた。 

ａ受審人は、伊根港港外で荒天避泊するに当たり、同港沖合を航行

するのは初めてであったが、海図Ｗ１１８に記入された定２０号区域

の概略位置を見て、京都府鷲埼と同区域の間を支障なく航行できるも

のと思い、海上保安庁のホームページで鷲埼沖定置網区域を確認する

など、水路調査を十分に行わなかった。 

ａ受審人は、翌４日００時００分僅か過ぎ鷲埼灯台から０５０.５

度１０.３海里の地点で、甲板長から引き継いで単独の船橋当直に就

き、針路を２２５度に定めて自動操舵とし、１１.１ノットの速力

（対地速力、以下同じ。）で進行した。 

  ａ受審人は、１.５海里レンジ及び３.０海里レンジでオフセンター

表示としたレーダー２台をそれぞれ作動させ、操舵スタンド後方に立

った姿勢で操船に当たり、００時５６分僅か過ぎ鷲埼灯台から   

１０８.５度１.１海里の地点に至り、針路を伊根港南方沖合に向く、

２５７度に転じた。 

針路を転じたとき、ａ受審人は、船首方１,８４０メートルのとこ

ろに鷲埼沖定置網区域が存在し、その後定２０号区域に向首接近する

状況となったものの、このことに気付かないまま続航し、０１時０３

分僅か過ぎ鷲埼灯台から１９９度１,２７０メートルの地点において、

Ａは、原針路及び原速力で、定２０号区域に敷設された定置網に乗り

入れた。 
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  当時、天候は雨で風力５の北西風が吹き、潮候は上げ潮の末期にあ

たり、視界は良好で、山陰沖東部及び若狭湾付近に海上風警報が発表

されていた。 

  その結果、Ａは球状船首に擦過傷を、定置網は導網のワイヤーに切

断等をそれぞれ生じた。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件定置網損傷は、荒天避泊のため伊根港港外に向ける際、水路調査

が不十分で、伊根港南方沖合において、定２０号区域に向首進行したこ

とによって発生したものである。 

ａ受審人は、荒天避泊のため福井港北西方沖合から伊根港港外に向け

る場合、伊根港沖合を航行するのは初めてであったから、海上保安庁の

ホームページで鷲埼沖定置網区域を確認するなど、水路調査を十分に行

うべき注意義務があった。しかるに、同人は、海図Ｗ１１８に記入され

た定２０号区域の概略位置を見て、鷲埼と同区域の間を支障なく航行で

きるものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、

伊根港南方沖合において、定２０号区域に向首進行して同区域に敷設さ

れた定置網に乗り入れる事態を招き、船体及び定置網にそれぞれ損傷を

生じさせるに至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の三級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和５年８月３１日 
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神戸地方海難審判所 

審 判 官  池  田  博  美 


